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★事件のあらまし 
　鳥取県では、公立学校の教員については教育長
が定める「人事異動扱い要領」の中「退職 勧奨年齢」
を定め、この年齢に達した教員に対 して退職を勧
めていた。 
　いわゆる「肩たたき」であるが条例によって、勧
奨に応じた教員のみ「退職優遇措置」が適用され、
通常より多くの退職金が支払われる仕組みになっ
ていた。
　ところが、この教育長が定めた「退職勧奨年齢」
には男女差が設けてあった。
　1967(昭和42)年男性は55歳以上、 女性は生計主
体者50歳以上・共稼ぎ者48歳以上
★訴えの経過
　元教員3名は、いずれも鳥取県の公立学校教員、
67年から69年にかけて48歳となった。県教育委員
会は3名に対して、年に5回から6回にわたって弾圧
的で執拗な退職勧奨を行い、3名がこれに応じない
となると、通勤が困難な遠隔地に配転するなどの
圧力をかけてきた。 
　3名は59歳・60歳で退職したが、県教育委員会は
「勧奨」によるものではないと云う理由 で退職金
の優遇措置をとらなかった。
　そこで、3名は1982(昭和57)年財産的損害と、精
神的損害の支払いを求めて鳥取地方裁判所に訴え
を起こした。(民法709条の不法行為)
★鳥取県側の反論要旨
①退職勧奨は自由意志で受け止めるもので、 年齢
に男女差を設けることは違反でない。

②退職勧奨を効率よくするためには退職金の増額
措置は認められる。
③教員の適正な年齢構成を確立するために、 男女
差のある退職勧奨は必要である。
★判決の内容
　判決文「県教委が設定した男女年齢差のある退
職勧奨年齢基準は、女子であることのみ を理由と
した差別と評価せざるを得ない。被告(鳥取県)は違
法な退職勧奨などによって 原告らが受けた損害
を賠償すべき義務があ る」として、県に対して元
女性教師3人に総額 約1,660万円を支払うよう命じ
た。
①退職勧奨は自由であるが、不当な強要で あって
はならない。
②男女で年齢差を設ける合理性はない。
③男女差のある基準で勧奨を行い、これに応 じな
いとの理由で優遇措置を講じない事は男女差別に
基づく不法行為である。
　原告3名の全面勝訴であり、第一審で確定した。
★解 説
　これまでの定年・解雇差別に関する判例はすべ
て民間企業と女性労働者間であったが、 公務員の
世界での差別に挑んだ点で、判例法 の新たなペー
ジを開いた。
　また、判決では既婚女性と生計主体である女性
に差を設ける理由もないとも述べている。

 判決後、記者会見に応じる左から前田藤子さん、
 森本明子さん、山根やゑ子さん

勧奨を拒めば広域の配転

参考　 額陽書房   働くおんな達の裁判
    　　とっとりの女性史 ・ 鳥取県

仕上げサイズ　A1(H841×W594）

 退職勧奨男女の年齢差別は違法
3人の女性教師たちの訴え勝訴！全国初の裁判闘争　○1982（昭和57年）提訴
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